
第１回 経 営 協 議 会 記 録

Ⅰ 日 時 平成２７年４月３０日（木）１３時３０分～１５時３８分

Ⅱ 場 所 事務局棟５階 大会議室

Ⅲ 出席者 平塚学長（議長）

加藤，齋藤，茂原，曽我，高橋，中村，窪田，和泉，後藤，田村の

各委員

陪席者 抱井，森田の両監事，小池副学長

議事に先立ち，学長から挨拶の後，各委員及び監事から自己紹介があった。

その後，国立大学法人群馬大学経営協議会規則により，本協議会の役割等に

ついて確認した。

学長から，本会は成立要件を満たしていること，小池副学長のオブザーバー

出席について発言があり，了承した。

次に，学長から，経営協議会の議事次第及び議事概要は，各委員から承認を

得た後，個人情報の取扱いには十分留意した上，本学ホームページで公開する

との説明があった。

Ⅳ 議事概要

１ 審議事項

（１）学長選考会議委員の選出について

学長から，経営協議会において選出する学長選考会議委員の任期満了に

伴い，後任委員４名を選出することについて資料により説明があり，審議

の結果，加藤委員，曽我委員，高橋委員，中村委員を選出した。

（２）群馬大学の取組みについて

学長から，平成２５年１１月に文部科学省が策定した国立大学改革プラ

ン，改革加速期間における本学の取組み及び当面の課題等について資料に

より説明の後，各理事から，所管する事項の概要等について説明があり，

意見交換を行った。

○機器分析センターによる地域貢献においては，機器分析の支援に止まる

ことなく，大学ならではの学術的側面から支援を行うことが有効である。

（３）社会情報学部の改組構想について

小池副学長から，ミッションの再定義を受け，平成２８年度実施予定で

準備を進めている社会情報学部の改組案について資料により説明があり，

審議の結果，原案どおり承認した。

なお，今後の文部科学省との協議による計画変更等への対応は学長一任

とした。

（４）教育学部附属中学校の学級定員の変更について

窪田理事から，平成２８年度から１学級定員を４０人から３５人とする

教育学部附属中学校の学級定員の変更案について資料により説明があり，

審議の結果，原案どおり承認した。

２ 報告事項

（１）附属病院の医療事故について

学長から，附属病院の医療事故を踏まえた対応について，学長選考会議

及び文部科学省等から全国の大学附属病院のモデルとなる抜本的な改革を

迅速に行うよう求められていることから，改善策を速やかに実施するとと

もに，医学部附属病院改革委員会を立ち上げたことの説明があった。

また，田村理事から，医療事故への対応及び附属病院の体制改革の取組

み等について資料により説明があり，意見交換を行った。

（２）その他

これまでに頂いた経営協議会委員からの意見に対する本学の対応につい

て資料により報告があり，一部文言修正の上，ホームページで公表するこ

ととした。

以 上


